

様式第６号（第11条関係）

　令和　　年　　月　　日　

島根県ふるさと伝統工芸品連絡協議会会長　様

補助事業者
住所
事業者名
代表者職・氏名
　　　　　　　　　　　　　　
島根県工芸品販路拡大支援事業費補助金実績報告書

令和　年　月　日付指令第　号で交付決定のあった島根県工芸品販路拡大支援事業費補助金について、事業が完了したので、交付要領第11条の規定により、下記のとおりその実績を報告します。

記

１．補助金の交付決定額とその精算
	交付決定額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	既交付額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	精算額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	返還額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円



２．添付書類
（１）事業報告書
・展示会・見本市出展事業　（別紙１－１）
・販路開拓専門家派遣事業　（別紙１－２）
・認知度向上・魅力発信事業（別紙１－３）

（２）支出を証する書類の写し

（３）交換した名刺の写し
　　　※展示会・見本市出展事業のみ
[bookmark: _Hlk224671553]
別紙１－１

島根県工芸品販路拡大支援事業費補助金事業報告書
（１）実施した事業の成果（展示会・見本市出展事業）
	事業成果
	
商談件数：

成約件数：

商談による売上額：
























今後にむけた取組についても記入すること。



（２）収支決算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:円）
	経費区分
	事業費（決算額）
	精算額

	旅費
	
	

	送料・運搬費
	
	

	施設使用料
	
	

	広告費
	
	

	合計
	
	


　※事業費（決算額）は、消費税抜き（端数切り捨て）です。
※精算額は、経費毎の事業費（決算額）に、別表の補助率を掛け（端数切り捨て）ます。
※国、県又は他の地方公共団体等から同種の補助金等を受けている場合は、その支給額を差し引いた金額を補助対象経費とします。
※販売手数料は、本補助金の対象としません。


別紙１－２

島根県工芸品販路拡大支援事業費事業費補助金事業報告書
（１）実施した事業の成果（販路開拓専門家派遣事業）
	事業成果
	



























[bookmark: _Hlk224671749]実施した事業の成果（新たに開発した商品、実施したPR、新規販路の開拓等）について記入すること。また、今後にむけた取組についても記入すること。




（２）収支決算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:円）
	経費区分
	事業費（決算額）
	精算額

	専門家旅費
	
	

	専門家謝金
	
	

	合計
	
	


　※事業費（決算額）は、消費税抜き（端数切り捨て）です。
※精算額は、経費毎の事業費（決算額）に、別表の補助率を掛け（端数切り捨て）ます。
　　※国、県又は他の地方公共団体等から同種の補助金等を受けている場合は、その支給額を差し引いた金額を補助対象経費とします。

























別紙１－３

島根県工芸品販路拡大支援事業費補助金事業報告書

（１）実施した事業の成果（認知度向上・魅力発信支援事業）
	事業成果
	




























実施した事業の成果（イベント来場者数、売上等）について記入すること。今後にむけた取組についても記入すること。


（２）収支決算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:円）
	経費区分
	事業費（決算額）
	精算額

	旅費
	
	

	送料・運搬費
	
	

	施設使用料
	
	

	広告費
	
	

	講師謝金
	
	

	講師旅費
	
	

	委託費
	
	

	合計
	
	


　※事業費（決算額）は、消費税抜き（端数切り捨て）です。
※精算額は、経費毎の事業費（決算額）に、別表の補助率を掛け（端数切り捨て）ます。
　　※国、県又は他の地方公共団体等から同種の補助金等を受けている場合は、その支給額を差し引いた金額を補助対象経費とします。
※販売手数料は、本補助金の対象としません。
